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第１  審 査 の 概 要 

 

１ 審査の対象 

審査は、平成29年度決算に基づき知事から提出された健全化判断比率（実

質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び資

金不足比率（以下「健全化判断比率等」という。）並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類を対象とした。 

 

２ 審査の手続 

審査に当たっては、次の事項を主眼に関係諸帳簿の抽出照査、関係当局か

らの説明の聴取など必要と認める審査手続を実施し慎重に審査した。 

(1)  法令等に照らし算出過程に誤りはないか。 

(2)  法令等に基づき適切な算定要素が計算に用いられているか。 

(3)  算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか。 

(4)  客観的事実の妥当性を判断した上で算定を行う場合において、公正な判

断が行われているか。 
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第２  審査の結果及び意見 

 

１ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率等は正確で、その算定の基礎となる事項を

記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。 

健全化判断比率等は次表のとおりで、実質公債費比率が15.3％、将来負担

比率が335.0％であり、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び兵庫県病院事業

会計ほか８会計の資金不足比率は、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額又

は資金の不足額がなく、算定されない。 

 

区     分 
平 成  

29年度 

平 成  

28年度 

比 較  

増 減

( △ ) 

 （ 参 考 ） 

早期健全 

化基準 

財政再生 

基 準 

健全化 

判 断 

比 率 

実 質 赤 字 比 率 － ％ － ％ －    3.75 ％ 5 ％ 

連結実質赤字比率 －    －    －    8.75    15    

実 質 公 債 費 比 率  15.3   16.1  △ 0.8 25    35    

将 来 負 担 比 率 335.0  324.7  10.3 400    ― 

 

区     分 
平 成 

29年度 

 （ 参 考 ）  

経営健全化基準 

資

金

不

足

比

率 

兵 庫 県 病 院 事 業 会 計 ―  ％ ％ 

兵庫県水道用水供給事業会計 ― 

20 

兵 庫 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― 

兵 庫 県 水 源 開 発 事 業 会 計 ― 

兵 庫 県 地 域 整 備 事 業 会 計 ― 

兵庫県企業資産運用事業会計 ― 

兵庫県地域創生整備事業会計 ― 

兵庫県港湾整備事業特別会計 ― 

兵庫県流域下水道事業特別会計 ― 

 

２ 審査の意見 

平成29年度は、県政の原点である「参画と協働」を基本姿勢としつつ、活

力を保ち魅力ある兵庫を創る地域創生を軌道に乗せ、本格化させるため、「地

域創生の本格化」、「地域創生の基盤づくり」、「地域自立の基盤づくり」を県

政の重点施策として取組が推進された。また、本県産業の活性化を図るとと

もに、台風災害などに備え、安全・安心な社会基盤整備を推進する経済活性

化対策等にも的確な対応がなされた。 

一方で、厳しい財政環境の中で、限られた財源を有効に活用するため、最
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終２カ年行財政構造改革推進方策（以下「最終２カ年行革プラン」という。）

に基づく改革の取組を着実に推進し、施策の重点化を図る「選択と集中」を

進めた。 

このような取組により、健全化判断比率は、平成30年３月に改定された最

終２カ年行革プランの財政フレームで見込まれた比率（実質公債費比率

15.4％、将来負担比率335.7％）を下回るものとなっている。 

   実質公債費比率については、前３か年（平成29年度、28年度及び27年度）

の平均により算定されることになっており、前年度と比較すると0.8ポイン

ト改善している。 

また、将来負担比率については、前年度と比較すると10.3ポイント悪化し

ている。なお、震災関連県債を除いた同比率は、財政当局の試算によると

277.3％と見込まれている。 

 

実質公債費比率は、前年度より低下したとは言え、借換債前倒し発行の副

次的な効果によるところが大きく、将来負担比率が、前年度より上昇してい

ることを考慮すれば、本県の財政は引き続き厳しい状況にあることに変わり

はない。 

最終２カ年行革プランにおいて目標とされていた指標（平成30年度の単年

度の実質公債費比率を18％水準及び将来負担比率（震災関連県債を除く）を

平成19年度の全国平均水準の250％水準に抑制）は概ね達成できる見通しと

なったが、本県の行財政運営はなお予断を許さない状況であることから、行

財政全般にわたる構造改革により確立した体制のもとに、収支均衡と将来負

担の軽減を図る持続可能な行財政構造の保持に一層の意を用いられたい。 
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第３  健全化判断比率の状況 

 

１  実質赤字比率 

(1)  実質赤字比率 

平成29年度 平成28年度 比較増減（△） 

― ― ― 

実質赤字比率は、実質赤字額がないため、前年度と同様、算定されない。 

(2)  算定式 

実質赤字比率の算定式は、次のとおりである。

＝実質赤字比率
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
 

(3)  実質収支額 

一般会計等に含まれる各会計の実質収支額は次表のとおりで、全ての会

計で赤字になっていない。 

会    計    名 
平成 29年度 

実 質 収 支 

平成28年度 

実 質 収 支 
比較増減（△） 

一 般 会 計 
千円 

890,046 

千円 

849,833 

千円 

40,213 

県 有 環 境 林 等 特 別 会 計 0 0 0 

公共事業用地先行取得事業特別会計 0 0 0 

県 営 住 宅 事 業 特 別 会 計 24,852 106,253 △81,401 

勤労者総合福祉施設整備事業特別会計 0 0 0 

庁 用 自 動 車 管 理 特 別 会 計 0 0 0 

公 債 費 特 別 会 計 0 0 0 

自治振興助成事業特別会計 0 0 0 

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計 0 0 0 

小規模企業者等振興資金特別会計 0 0 0 

農 林 水 産 資 金 特 別 会 計 0 0 0 

基 金 管 理 特 別 会 計 0 0 0 

地 方 消 費 税 清 算 特 別 会 計 0 0 0 

合     計 914,898 956,086 △41,188 

（注） 健全化判断比率の算定で用いられている実質収支額は、事業繰越額を考慮したものである。 

          

一般会計等に含まれる各会計の実質収支額の合計は914,898千円の黒字

で、前年度と比較すると、一般会計で40,213千円増加したものの、県営住

宅事業特別会計で81,401千円減少したため、41,188千円減少（減少率4.3％）

している。 
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２  連結実質赤字比率 

(1)  連結実質赤字比率 

平成29年度 平成28年度 比較増減（△） 

― ― ― 

全会計を算定の対象とした連結実質赤字比率は、連結実質赤字額がない

ため、前年度と同様、算定されない。 

(2)  算定式 

連結実質赤字比率の算定式は、次のとおりである。

＝連結実質赤字比率
連結実質赤字額

標準財政規模
 

(3)  実質収支額及び資金不足額・資金剰余額 

一般会計等の実質収支額と公営企業に係る特別会計の資金不足額・資金

剰余額は次表のとおりで、その合計額は赤字になっていない。 

会    計    名 平成29年度 平成28年度 比較増減(△) 

一 般 会 計 等 の 実 質 収 支 額 
千円 

914,898 

千円 

956,086 

千円 

△41,188 

公
営
企
業
の
資
金
不
足
額(

△)

・
資
金
剰
余
額 

病 院 事 業 会 計 2,153,412 4,775,377 △2,621,965 

水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 11,831,701 10,733,471 1,098,230 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 11,420,996 10,596,307 824,689 

水 源 開 発 事 業 会 計 170 170 0 

地 域 整 備 事 業 会 計 0 0 0 

企 業 資 産 運 用 事 業 会 計 5,363,309 4,166,783 1,196,526 

地 域 創 生 整 備 事 業 会 計 0 － － 

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 109,520 68,503 41,017 

流 域 下 水 道 事 業 特 別 会 計 83,988 604,747 △520,759 

合     計 31,877,994 31,901,444 △23,450 

（注）公営企業のうち地域整備事業会計及び地域創生整備事業会計で資金剰余額が生じる場合で、地

方債残高及び他会計長期借入金が資金剰余額を上回る場合には、資金剰余額は０となる。 

 

実質収支額及び資金不足額・資金剰余額を合計した額は31,877,994千円

の黒字で、前年度と比較すると、企業資産運用事業会計他３会計で資金剰

余額が3,160,462千円増加したものの、病院事業会計他２会計で実質収支額

及び資金剰余額が3,183,912千円減少したため、23,450千円減少（減少率

0.1％）している。 
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３  実質公債費比率 

(1)  実質公債費比率 

平成29年度 平成28年度 比較増減（△） 

15.3 ％ 16.1 ％   △0.8 

実質公債費比率は15.3％で、前年度の16.1％と比較して、0.8ポイント改

善している。 

これは、算定の分母である標準財政規模が教職員給与負担事務の政令市

への移譲に伴い減少したものの、分子を構成する公債費が利子の実績減に

より減少したこと、同じく超低金利環境を踏まえ借換債を前倒し発行した

ことに伴い減債基金積立不足に対する加算が減少したことによるものであ

り、これが３か年平均に大きく影響したことによるものである。 

(2)  算定式等 

実質公債費比率の算定式は次のとおりで、この式に基づき算定した前３

か年の比率を平均したものが当年度の実質公債費比率である。  

 

 

 

 

この算定式に基づき計算された分母及び分子の額、単年度の比率並びに

実質公債費比率は、次のとおりである。 

区   分 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 

分   子    Ⓐ 
千円 

114,539,391 

千円 

135,506,555 

千円 

173,144,575 

千円 

140,424,955 

分   母    Ⓑ 888,910,919 934,205,515 934,269,011 906,696,892 

単年度の比率 

（Ⓐ／Ⓑ） 
12.8 ％ 14.5 ％ 18.5 ％ 15.4 ％ 

実  質  

公債費

比  率 

平 成 

29年度 
（３か年平均）   15.3 ％ － 

平 成 

28年度 
－ （３か年平均）  16.1 ％ 

   （注） 単年度の比率は小数点第１位において端数調整を行ったものを記載した。 

実質公債費比率

（３か年平均）

（地方債の元利償還金） ＋ （準元利償還金）

＝
（標準財政規模）

－ （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

－（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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(3)  前年度との比較 

単年度の実質公債費比率を前年度と比較すると、標準財政規模が教職員

給与負担事務の政令市への移譲等により41,031百万円減少（減少率3.7%）

するなど分母が減少した一方で、公債費が利子の実績減により減少したこ

と及び超低金利環境を踏まえた借換債の前倒し発行（450億円）に伴い実質

償還額が減少したこと並びに昨年度の借換債の前倒し発行(400億円)によ

り前年度末県債管理基金積立不足率が一時的に改善し、県債管理基金の積

立不足に対する加算が9,828百万円減少（減少率43.7％）するなど分子の額

が減少したため、1.7ポイント改善している。 

 

（分子） 

区  分 平成29年度 平成28年度 比較増減(△) 

地方債の元利

償還金及び準

元 利 償 還 金 

地方債の元利償還金 
千円 

285,379,948 

千円 

298,530,272 

千円 

△13,150,324 

 うち県債管理基金の 

積立不足に対する加算 
12,661,436 22,489,494 △9,828,058 

準 元 利 償 還 金 12,142,803 12,299,494 △156,691 

計 297,522,751 310,829,766 △13,307,015 

地方債の元利

償還金及び準

元利償還金か

ら差引くもの 

特 定 財 源 15,880,313 12,483,473 3,396,840 

元利償還金・準元利   

償 還 金 に 係 る 基 準    

財 政 需 要 額 算 入 額 

167,103,047 162,839,738 4,263,309 

計 182,983,360 175,323,211 7,660,149 

分 子 の 額 114,539,391 135,506,555 △20,967,164 

（注） 地方債の元利償還金は満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当する額を含めて記

載した。 

 

（分母） 

区  分 平成29年度 平成28年度 比較増減(△) 

標準財政規模 
千円 

1,056,013,966 

千円 

1,097,045,253 

千円 

△41,031,287 

標準 財 政

規模 か ら

差 引 く も の 

元利償還金・準元利

償還金に係る基準 

財政需要額算入額 

167,103,047 162,839,738 4,263,309 

分 母 の 額 888,910,919 934,205,515 △45,294,596 
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４  将来負担比率 

(1)  将来負担比率 

平成29年度 平成28年度 比較増減（△） 

335.0％ 324.7 ％ 10.3 

         

将来負担比率は335.0％で、前年度の324.7％と比較して、10.3ポイント 

悪化している。 

 (2)  算定式等 

将来負担比率の算定式は、次のとおりである。  

 

 

 

 

この算定式に基づき計算された分母及び分子の額は、次のとおりである。 

区  分 平成29年度 平成28年度 比較増減（△） 

分  子 
千円 

2,977,867,063 

千円 

3,034,097,198 

千円 

△56,230,135 

分  母 888,910,919 934,205,515 △45,294,596 

(3)  前年度との比較 

教職員給与負担事務の政令市への移譲に伴い、分子においては退職手当

支給予定額に対する一般会計等負担見込額が、分母においては当該事務の

財源となる税の移譲による標準税収入額の減及び基準財政需要額の減少に

よる普通交付税の減により標準財政規模が、それぞれ減少しているが、分

母における減少割合の方が大きいため、将来負担比率は悪化している。 

 

将来負担比率

（将来負担額）－（充当可能基金額）－（特定財源見込額） 

＝
－ （地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

（標準財政規模）
－ （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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（分子） 

区     分 平成29年度 平成28年度 比較増減（△） 

将 
 
 
 
 
 

来 
 
 
 
 
 

負 
 
 
 
 
 

担 
 
 
 
 
 

額 

地 方 債 の 現 在 高 
千円 

5,201,325,861 

千円 

5,145,504,634 

千円 

55,821,227 

債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 

支 出 予 定 額 
21,372,866 22,030,630 △657,764 

公 営 企 業 の 地 方 債 

償 還 に 係 る 繰 入 見 込 額 
110,756,674 105,521,177 5,235,497 

加入する組合等の地方債        

償 還 に 係 る 負 担 見 込 額 
58,950 58,557 393 

退 職 手 当 負 担 見 込 額 368,737,524 425,366,889 △56,629,365 

設 立 法 人 の 負 債 額 

等 負 担 見 込 額 
37,443,263 54,139,225 △16,695,962 

内 
 
 
 

訳 

兵 庫 県 道 路 公 社 1,216,153 4,966,158 △3,750,005 

兵庫県土地開発公社 0 10,239,397 △10,239,397 

公立大学法人 兵庫県立大学 0 0 0 

公益社団法人 兵庫みどり公社 29,225,849 29,173,244 52,605 

兵庫県住宅供給公社 2,472,923 3,489,506 △1,016,583 

公的信用保証、制度融資等に係る損失補償 4,528,338 6,270,920 △1,742,582 

連 結 実 質 赤 字 額 0 0 0 

加 入 す る 組 合 等 連 結 

実 質 赤 字 額 負 担 見 込 額 
0 0 0 

計 5,739,695,138 5,752,621,112 △12,925,974 

将

来

負

担

額

か

ら 
 
 
 
 

差

引

く

も

の 

充 当 可 能 基 金 額 372,717,674 318,256,425 54,461,249 

特 定 財 源 見 込 額 208,212,476 216,968,311 △8,755,835 

地方債現在高等に係る基準

財 政 需 要 額 算 入 見 込 額 
2,180,897,925 2,183,299,178 △2,401,253 

計 2,761,828,075 2,718,523,914 43,304,161 

分 子 の 額 2,977,867,063 3,034,097,198 △56,230,135 

（分母） 

区  分 平成29年度 平成28年度 比較増減（△） 

標準財政規模 
千円 

1,056,013,966 

千円 

1,097,045,253 

千円 

△41,031,287 

標 準 財 政 

規 模 か ら 

差引くもの 

元利償還金・準元利

償還金に 係る基 準 

財政需要 額算入 額 

167,103,047 162,839,738 4,263,309 

分 母 の 額 888,910,919 934,205,515 △45,294,596 
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第４  資金不足比率の状況 

 

  １  資金不足比率 

会    計    名 平成29年度 平成28年度 比較増減(△) 

病 院 事 業 会 計 ― ― ― 

水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 ― ― ― 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 

水 源 開 発 事 業 会 計 ― ― ― 

地 域 整 備 事 業 会 計 ― ― ― 

企 業 資 産 運 用 事 業 会 計 ― ― ― 

地 域 創 生 整 備 事 業 会 計 ― ― ― 

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 ― ― ― 

流域下水道事業特別会計 ― ― ― 

資金不足比率は、各会計とも資金の不足額がないため、前年度と同様、算

定されない。 

  ２  算定式 

資金不足比率の算定式は、次のとおりである。 

＝資金不足比率
資金の不足額

事業の規模
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（ 参 考 ） 

１  最終２カ年行革プランの財政フレームで見込まれている実質公債費比率及び

将来負担比率 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

－ － － － － － － － － 15.4 14.1

実 績 19.9 20.7 21.0 19.5 17.3 16.2 15.8 16.8 16.1 15.3 －

実質公債費比率
( 単 年 度 )

－ － － － － － － － － 13.3 14.5

実 績 21.0 22.2 19.8 16.6 15.5 16.6 15.4 18.5 14.5 12.8 －

将 来 負 担
比 率

－ － － － － － － － － 335.7 329.4

実 績 360.1 366.4 350.2 351.7 345.0 341.1 333.0 320.6 324.7 335.0 －

(注)　平成20～29年度は実績の比率としている。

区　分

実質公債費比率
(３か年平均)

(注)　平成30年３月に改定された最終２カ年行革プランに基づき記載した。
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２  用語の説明 

(1)  実質赤字比率関係 

○  実質赤字比率 

 

 

 

 

○  一般会計等 

 

 

 

○  標準財政規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  臨時財政対策債発行可能額 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  連結実質赤字比率関係 

○  連結実質赤字比率 

 

 

 

 

 

  地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般

財源の規模を示すもので、地方税法に定める法定普通税を、標準税率を

もって、地方交付税法で定める方法により算出した収入見込額等に普通

交付税を加算した額。 

  なお、健全化判断比率の算定における標準財政規模は、上記の額に臨

時財政対策債発行可能額を加算する。 

  一般会計及び特別会計（公営事業会計を除く）。 

  地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化

度合いを示すもの。 

  全ての会計の赤字や黒字を合算した地方公共団体全体としての赤字

の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化度合いを

示すもの。 

臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するために、地方財

政法第５条の特例として、投資的経費以外の経費にも充てることができ

る特別の地方債であり、その発行可能額は、普通交付税の基準財政需要

額の算定の際に算出されるものである。 

 なお、その元利償還金相当額については、全額が後年度に地方交付税

の基準財政需要額に算入される。 
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(3)  実質公債費比率関係 

○  実質公債費比率 

 

 

 

 

○  県債管理基金の積立不足に対する加算 

 

 

 

 

 

 

○  準元利償還金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  基準財政需要額算入額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地方債の元利償還金に準ずるものとして地方財政法施行令に定められた

次のもの。 

    ア  一般会計等から公営企業会計への繰入金のうち、公営企業債の償

還に充てたと認められるもの 

イ  組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償

還の財源に充てたと認められるもの 

ウ  債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの  等 

  基準財政需要額は普通交付税の算定基礎となるもので、地方公共団体

が合理的かつ妥当な水準における行政を行うための財政需要のうち、一

般財源で賄うべき額として算定された額。 

  借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、

実質的な公債費等がどの程度の財政負担となっているかを示すもの。 

  前年度末において県債管理基金の残高があるべき残高に満たない場

合、その不足率を実質年間償還額に乗じた額が、実質公債費比率の算定

上、地方債の元利償還金に加算されるもの。その分同比率が上昇するこ

とになる。 
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(4)  将来負担比率関係 

○  将来負担比率 

 

 

 

 

 

○  将来負担額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  充当可能基金額 

 

 

 

 

○  特定財源見込額 

 

 

 

 

 

  地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債として地

方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた次のもの。 

  ア  地方債の現在高 

  イ  債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第 5 条各号の経費

に係るもの）のうち、一般会計等の負担見込額 

  ウ  公営企業会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入

見込額 

  エ  加入する組合等の地方債の元金償還に充てる地方公共団体から

の負担見込額 

  オ  退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一

般会計等の負担見込額 
  カ  地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人の負債額並び

にその他の法人等のために債務を負担している場合の債務額のう

ち、法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

  キ  連結実質赤字額 
ク  加入する組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担

見込額 

  地方自治法第 241 条に基づき設けられた基金のうち、前記将来負担額

のアからカまでの償還額等に充てることができるもの。 

  地方債を財源とした貸付金に対する償還金や公営住宅賃貸料など前

記将来負担額のアからエまでの償還額等に充てることができる特定の

歳入の見込額。 

  地方公共団体の一般会計等の地方債やその他将来支払っていく可能

性のある負債等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能

性の度合いを示すもの。 
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(5)  資金不足比率関係 

○  資金不足比率 

 

 

 

 

○  資金の不足額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公営企業の資金不足を、料金収入など公営企業の事業規模と比較して

指標化し、経営状態の悪化度合いを示すもの。 

  公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、地方公営企業法

適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基

本として、同法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に

算定した額を基本として算定された額。 
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３  比率算定の対象となる範囲 
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